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冬山登山の事故防止について（通知）

登山事故の防止については、 例年関係方而の御協力をいただいているところですが、
本年3月に栃木県那須町において発生した雪崩に伴い高等学校の生徒7名及び引率教員
1名が亡くなるという事故を受けて、 スポー ツ庁では、 本年9月に「高校生等の冬山・
春山登山の事故防止のための有識者会謡」を設置し、 高校生（中等教育学校後期課程、
特別支援学校高等部を含む。）及び高等専門学校第1学年から第3学年までに属する生
徒（以下、 「高校生等」という。）の冬山登山の事故防止のための方策について、専門的
な観点から検討を依頼し、 本年11月28日、 別紙1のとおり、 報告書をとりまとめていた
だきました。

本報告帯では、 冬山登山は遭難事故の発生の可能性がある非常に厳しい環境下で行わ
れる活動であることから、 高校生等は、 引き続き、 原則として冬山登山は禁止とし、 例
外的に実施する場合には、 豊富な知識と経験を有する指導者が必要であることはもとよ
り、 計画の事前審査を行うなど万全の安全対策が不可決であると改めて確認されるとと
もに、 今後の事故防止のための方策について具体的に提案されました。

スポー ツ庁としては、 本報告書を踏まえ、 今後さらに施策の充実に取り組むこととし
ており、 貴職におかれましても、 別紙1を参考にしながら、 高校生等については、 下記
のとおり原則として冬山登山は行わないよう、 引き続き御指導願います。

また、 近年、 一般の冬山登山者は年々増加し、 冬山における山岳遭難発生件数は増加
傾向にあります。 さらに、 火山には、噴気や火山ガスが発生している危険な場所があり、
登山する山が火山の場合には、 気象庁や各都道府県等が発表している最新の情報を入手
し、 十分に注意する必要があります。

ついては、 別紙2「冬山登山の菩告」を関係機関・団体及び関係者に周知するととも
に、 密接な協力の下、 この趣旨を登山者に周知徹底され、 事故防止に万全を期されるよ

う御配慮願います。
このことについて、 都道府県知事におかれては、 所管の関係部局・機関・団体及び高

等学校（中等教育学校後期課程、 特別支援学校高等部を含む。）に対して、 都道府県・
指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の関係部局・機関・団体及び高等学校（中
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